
 

新潟市地域の祭り・イベント等用具整備事業費補助金交付要綱事務取扱要領 

 

 

（目的） 

第１条 この要領は，新潟市地域の祭り・イベント等用具整備事業費補助金（以下「補助金

」という。）の交付に係る手続き等の事務の取扱いに関し，必要な事項を定めることに

より，補助金交付事務の適正な執行を図ることを目的とする。 

 

 （定義等） 

第２条 新潟市地域の祭り・イベント等用具整備事業費補助金交付要綱（以下「要綱」とい

う。）第２条第１号及び第２号の市長が認める場合は、次のとおりとする。 

 (1) ２年ごと、３年ごとなど毎年開催しない祭り等の直近の開催実績については、要綱の

規定によらず、既存の祭り等であることを個別に判断することとする。 

  

 （申請団体等） 

第３条 要綱第３条に規定する協働とは、次の事業形態をとるものとする。 

(1) 意見交換・情報交換 

(2) 企画立案への参画 

(3) 事業協力 

(4) 事業委託 

(5) 実行委員会・協議会 

(6) 共催 

(7) 後援 

 

 （補助対象事業） 

第４条 要綱第４条第２項第４号に規定する市長が認める場合とは、新潟市地域活動補助金

における令和４年度設備整備補助（以下「設備整備補助」という。）の交付決定を受けて

いるものとする。ただし、補助金の二重交付は行わないこととし、当補助金を申請する際

は、交付決定を受けている設備整備補助について、当補助金へ切り替える旨変更申請を行

うこと。 

 

 （補助金の交付） 

第５条 要綱第５条第２項別表１に記載する市長が認める場合とは、１品目３万円未満の用

具であっても、１品目を複数個購入する場合で、３万円以上となる場合は、備品とみな

す。 

 

（交付申請） 

第６条 要綱第９条第５号に規定する、その他市長が認める団体とは、次のとおりとする。 

(1) 市が指定する無形民俗文化財の所有者又は管理者 

(2) 新潟市農村文化協議会の参加団体 

(3) 上記に準ずる団体 



 

２ 要綱第９号第６号に規定する、その他市長が必要と認める書類とは、祭り等の実施の実

績等が分かるチラシや写真等をいう。 

 

（情報公開） 

第７条 補助金の申請，交付に関する書類及び実績報告に関する書類は，新潟市情報公開条

例（昭和61年新潟市条例第43号）及び新潟市個人情報保護条例（平成13年新潟市条例第４

号）の規定に基づき，法令等で公開できないとされているもの以外については，一般の閲

覧に供するものとする。 

２ 情報の公表の方法等については，概ね次のとおりとする。 

 (1) 内容 当該事業が新潟市からの補助金に基づくものである旨を表示 

  ・ 「新潟市地域の祭り・イベント等用具整備事業費補助金」 

  ・ 「この事業は新潟市の補助金を受けて実施しています。」など 

(2) 媒体 

  ・ ホームページ 

  ・ 事業用パンフレット 

  ・ 看板        など 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は，令和４年１１月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


